
環 備 － ３ ０ １ 

令和２年８月１１日 

 

 

一般社団法人秋田県産業廃棄物協会 

会長 山岡 緑三郎 様 

 

 

   秋田県生活環境部長    

（公 印 省 略）    

 

新型コロナウイルス感染症拡大下における廃棄物の円滑な処理について（通知） 

 

 

 本県の廃棄物行政の推進については、日頃から御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和２年８月６日付け事務連絡で環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理

推進課及び廃棄物規制課より別添のとおり通知がありました。 

 廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、安

定的に業務を継続することが引き続き求められています。 

 ついては、環境省ウェブページに掲載しているこれまでの環境省通知やＱ＆Ａ、廃棄

物収集運搬作業時の留意点に関する動画等を参考にして、廃棄物処理における新型コロ

ナウイルス感染症対策を適切に実施し、廃棄物処理業務を継続していただくよう、貴会

員への周知をお願いいたします。 

  

 環境省新型コロナウイルス感染症対策に関するウェブページ 

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html  
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